
令和８年度ふるさと意識醸成・定住支援推進事業 

業務委託仕様書 

 

１． 目的 

本市が、「第３期鉾田市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」（以下、「本市総合

戦略」）の策定にあたり、実施したアンケート調査では、中高生の市への愛着は高い傾向にある

が、本市に住みたいと思う割合は全体の３割程度であり、若い世代の定住意向が低い結果とな

った。また、令和６年度の本市の１５歳～３９歳までの若年層の社会移動は全体の転出数の約

８割を占めており、地域の人口構造に悪影響を及ぼしているとともに、一度本市を離れた若者

がＵターンに至っていないことが推測される。 

本事業では、本市総合戦略の基本目標である「若い世代とのつながりと新たな人の流れをつ

くる」を実現するための基本施策として、高校生から大学生、若者（女性）を対象に、地域への

理解や関わりを深める学びや交流の機会を提供し、ふるさとへの愛着や定住意識を醸成すると

ともに、継続的な情報発信や関係づくりを通じて、将来の鉾田を担う人材づくりを目的とする。 

これらの取組により、地域とのつながりを強め、若い世代と女性の定住を促進し、持続可能

な地域社会の形成を目指す。 

 

２． 業務内容 

（１） 高校生に向けた地域理解の促進 

市内に所在する鉾田第一高等学校及び鉾田第二高等学校と協力し、高校生が地元企業や働

くことに対する理解を深め、将来の進路選択において地域を選択肢の一つとして認識できる

ようにするため、地元企業等の話を聞く交流型イベントを実施すること。 

  ※学校との協議調整は市が行う。 

  ・イベントの企画及び運営（各校２回程度） 

  ・グループトーク形式による交流設計 

・地元企業等の講師調整（市と協議のうえ決定） 

 

（２） 若者の定住促進に向けた地域との交流機会の創出 

県内外に居住する市に関わりのある学生及び若手社会人等が、地域や企業との接点を持ち、

継続的な関係性を構築できるようにするため、交流会を実施すること。 

・交流会の企画及び運営（２回以上） 

  ・会場の調整（市と協議のうえ決定） 

 

（３） 女性の地域参画支援とコミュニティ形成 

地域で活躍する女性や市に関わりのある女性が相互につながるコミュニティ形成を図り、

地域への関わりを深めるとともに、主体的な活動へと発展していくことを目的として座談会

を実施すること。 

・座談会の企画及び運営（５回以上） 



・参加者ニーズの把握及び整理 

・会場の調整（市と協議のうえ決定） 

 

（４）企業情報発信・インターンシップ等支援 

市内及び近隣市町の企業の魅力を可視化し、若者が企業への理解を深めるとともに、就業

体験を通じて地域で働く具体的なイメージを持てるようにするため、企業情報の発信及びイ

ンターンシップ支援を行うこと。 

・企業紹介シート等の統一様式の設計（SNS やホームページ等での発信を想定） 

・受入企業の発掘及び受入支援（市と協議のうえ決定） 

  ・インターンシッププログラムの設計支援 

  

（５） 各事業の分析 

  本事業の実施結果を踏まえ、効果検証及び次年度に向けた改善提案を行うこと。 

 

３． ＫＰI ついて 

（１） 高校生向け事業の参加者を延べ 100 人程度創出すること 

（２） 学生及び若手社会人向け交流会の参加者を延べ 30人以上創出すること 

（３） 女性向け座談会の参加者を延べ 30人以上創出すること 

（４） 企業情報発信を 10 回以上実施すること 

（５） インターンシップ受け入れ企業を 5社以上創出すること 

 

４． 事業の実施期間及び限度額 

  事業の実施期間は，契約締結の日から令和９年３月１０日（水）までとする。 

  また，委託費の限度額は，４，４９９千円とする。 

 

５． 成果品 

実施期間が終了した後，報告書に取りまとめ提出すること。 

・報告書の部数等 

① 部数等 A4 版 ３部（50ページ程度） 

②報告書を収録した電磁的記録媒体 １部 

(２)納入場所 

鉾田市鉾田 1444 番地１ 

鉾田市政策企画部まちづくり推進課 

(３)成果品の帰属 

本業務に関する一切の成果は，本市に帰属するものとする。 

 

６． 実施上の留意事項 

(１)実施体制 



本事業の実施に当たり，業務実施の安全管理を徹底すること。 

(２)計画準備 

本業務の概要を整備するとともに，計画立案から実施期間終了までの協議記録等を取りま

とめ，業務がスムーズに実施できるように必要な各工程の基本的方針及び計画，準備を行う

こと。 

(３)協議打合せ 

本業務が円滑かつ計画的に進むように，本市と受託者は業務着手時，各工程の区切り時な

ど必要に応じ協議打合せを行う。なお，社会情勢を踏まえ，オンラインによる協議打合せを

含め，情報共有を十分に図ること。 

外部からの有識者を交えての協議を行う場合の謝礼，費用弁償等は委託者の負担として積

算すること。 

協議打合せの結果はその都度受託者が打合せ記録簿に記録し，相互に内容を確認しなけれ

ばならない。 

(４)秘密の保持 

受託者は，本業務にあたり知り得た情報を本市の許可なく他に漏らしてはならない。業務

終了後も同様とする。 

(５)経費の取り扱いについて 

  本業務について、会場使用料及び講師謝礼は発注者が負担することを想定している。また、

本事業は国の補助金を活用して実施するものであるため、補助対象経費の取扱いに留意する

こと。特に、飲食に係る経費（食糧費）は補助対象外とされているため、本委託業務の経費

には含めないこと。なお、経費の取り扱いについて疑義がある場合は、発注者と協議するこ

と。 

(６)その他 

受託者の責めに帰すべき理由による成果品の不良個所が発見された場合は，速やかに本市

が必要と認める訂正，補足，その他必要な措置を行うものとし，これに対する経費は受託者

の負担とする。 

 

７． 委託業務にあたっての留意事項 

  詳細は，委託契約時に定めるものとする。 

(１)発注者は，必要があると認めるときは，受託者から当該業務の実施状況等について報告を

求めることができる。 

(２)当該業務の全部又は一部を第三者に委託し，または請け負わせてはならない。ただし，あ

らかじめ発注者の承諾を得た場合は，この限りではない。 

(３)当該業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし，又は当該業務以外の目的に使用し

てはならない。 

(４)当該業務を通じて取得した個人情報については，鉾田市個人情報の保護に関する条例を準

用するものとする。 

(５)受託者は，当該業務の履行にあたり，自己の責めに帰すべき理由により発注者に損害を与



えたときは，その損害の責めを負うものとする。 

 

８． その他 

(１)本仕様書に記載されている内容に疑義が生じた場合，または本仕様書に定めがない事項に

ついては，発注者と受託者が協議のうえ，決定する。ただし，両者の協議で決定できない

場合には受託者は発注者の指示に従うこととする。 

(２)本仕様書は，発注者と受託者が協議のうえ，必要に応じて変更することができる。 


